
プロフェッショナル人材活用普及促進事業

①プロフェッショナル人材活用促進事業
②副業・兼業人材活用促進事業

～経営基盤強化に向けたプロフェッショナル人材の獲得や副業・兼業人材の活用を支援～



①プロフェッショナル人材活用促進事業

１．事業の概要

• 県内企業が、新事業への挑戦や積極的な販路開拓など「攻めの経営」に取り組むに当たり、プロフェッショナル人材を

新たに雇用する場合、受入企業が負担した経費の一部を助成する

２．補助対象者

• 県内に事務所・事業所を有する中小企業

３．補助対象事業

• 補助対象者が、秋田県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じて、プロフェッショナル人材を県内への移住が伴う形で

新たに正規雇用するもの。

４．補助対象経費

• 民間人材紹介事業者に支払う紹介手数料



①プロフェッショナル人材活用促進事業
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①プロフェッショナル人材活用促進事業

１．事業の概要

• 県内企業が、新事業への挑戦や積極的な販路開拓など「攻めの経営」に取り組むに当たり、プロフェッショナル人材を
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①プロフェッショナル人材活用促進事業

１．事業の概要

• 県内企業が、新事業への挑戦や積極的な販路開拓など「攻めの経営」に取り組むに当たり、プロフェッショナル人材を

新たに雇用する場合、受入企業が負担した経費の一部を助成する

２．補助対象者

• 県内に事務所・事業所を有する中小企業
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• 補助対象者が、秋田県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じて、プロフェッショナル人材を県内への移住が伴う形で
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４．補助対象経費

• 民間人材紹介事業者に支払う紹介手数料



①プロフェッショナル人材活用促進事業

５．補助要件

• 補助率 １／２以内

• 限度額 通常枠：５０万円、DX人材枠：１００万円

６．募集期間

• 令和６年４月１日～令和７年２月末

• 予算がなくなり次第、終了

７．問い合わせ・申し込み先

• 秋田県産業労働部 地域産業振興課 ものづくり戦略チーム

• 〒010-8572 秋田市山王三丁目１－１

• TEL 018-860-2241 FAX 018-860-2590

• E-Mail induprom@pref.akita.lg.jp



①プロフェッショナル人材活用促進事業

５．補助要件

• 補助率 １／２以内

• 限度額 通常枠：５０万円、DX人材枠：１００万円

６．募集期間

• 令和６年４月１日～令和７年２月末

• 予算がなくなり次第、終了

７．問い合わせ・申し込み先

• 秋田県産業労働部 地域産業振興課 ものづくり戦略班チーム

• 〒010-8572 秋田市山王三丁目１－１

• TEL 018-860-2241 FAX 018-860-2590

• E-Mail induprom@pref.akita.lg.jp



①プロフェッショナル人材活用促進事業

５．補助要件

• 補助率 １／２以内

• 限度額 通常枠：５０万円、DX人材枠：１００万円

６．募集期間

• 令和６年４月１日～令和７年２月末

• 予算がなくなり次第、終了

７．問い合わせ・申し込み先

• 秋田県産業労働部 地域産業振興課 ものづくり戦略チーム

• 〒010-8572 秋田市山王三丁目１－１

• TEL 018-860-2241 FAX 018-860-2590

• E-Mail induprom@pref.akita.lg.jp



②副業・兼業人材活用促進事業

１．事業の概要

• 県内企業が、製品開発や生産性向上等のため、県外から副業や兼業の形態で人材を受け入れる場合に、受入企業が負担

した経費の一部を助成する。

２．補助対象者

• 県内に事務所・事業所を有する中小企業(みなし大企業を除く)

３．補助対象事業

• 補助対象者が秋田県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じて、県外から副業や兼業の形態により人材を受け入れする

もの。

４．補助対象経費

• 民間人材紹介事業者に支払う紹介手数料

• 県外に居住する人材が、県内企業の所在地等を訪れて、副業・兼業業務に従事する場合の旅費（交通費、宿泊費）

• ただし、１回の往復移動に伴う交通費の実費負担が１万円未満の場合は対象外。



②副業・兼業人材活用促進事業

１．事業の概要

• 県内企業が、製品開発や生産性向上等のため、県外から副業や兼業の形態で人材を受け入れる場合に、受入企業が負担

した経費の一部を助成する。

２．補助対象者

• 県内に事務所・事業所を有する中小企業(みなし大企業を除く)

３．補助対象事業

• 補助対象者が秋田県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じて、県外から副業や兼業の形態により人材を受け入れする

もの。

４．補助対象経費

• 民間人材紹介事業者に支払う紹介手数料

• 県外に居住する人材が、県内企業の所在地等を訪れて、副業・兼業業務に従事する場合の旅費（交通費、宿泊費）

• ただし、１回の往復移動に伴う交通費の実費負担が１万円未満の場合は対象外。



②副業・兼業人材活用促進事業

１．事業の概要

• 県内企業が、製品開発や生産性向上等のため、県外から副業や兼業の形態で人材を受け入れる場合に、受入企業が負担

した経費の一部を助成する。

２．補助対象者

• 県内に事務所・事業所を有する中小企業(みなし大企業を除く)

３．補助対象事業

• 補助対象者が秋田県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じて、県外から副業や兼業の形態により人材を受け入れする

もの。

４．補助対象経費

• 民間人材紹介事業者に支払う紹介手数料

• 県外に居住する人材が、県内企業の所在地等を訪れて、副業・兼業業務に従事する場合の旅費（交通費、宿泊費）

• ただし、１回の往復移動に伴う交通費の実費負担が１万円未満の場合は対象外。



②副業・兼業人材活用促進事業

１．事業の概要

• 県内企業が、製品開発や生産性向上等のため、県外から副業や兼業の形態で人材を受け入れる場合に、受入企業が負担

した経費の一部を助成する。

２．補助対象者

• 県内に事務所・事業所を有する中小企業(みなし大企業を除く)

３．補助対象事業

• 補助対象者が秋田県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じて、県外から副業や兼業の形態により人材を受け入れする

もの。

４．補助対象経費

• 民間人材紹介事業者に支払う紹介手数料

• 県外に居住する人材が、県内企業の所在地等を訪れて、副業・兼業業務に従事する場合の旅費（交通費、宿泊費）

• ただし、１回の往復移動に伴う交通費の実費負担が１万円未満の場合は対象外。



②副業・兼業人材活用促進事業

５．補助要件

• 補助率 １／２以内

• 限度額 通常枠：１５万円、DX人材枠：３０万円

６．募集期間

• 令和６年４月１日～令和７年１月末

• 予算がなくなり次第、終了

７．問い合わせ・申し込み先

• 秋田県産業労働部 地域産業振興課 ものづくり戦略チーム

• 〒010-8572 秋田市山王三丁目１－１

• TEL 018-860-2241 FAX 018-860-2590

• E-Mail induprom@pref.akita.lg.jp



②副業・兼業人材活用促進事業

５．補助要件

• 補助率 １／２以内

• 限度額 通常枠：１５万円、DX人材枠：３０万円

６．募集期間

• 令和６年４月１日～令和７年１月末

• 予算がなくなり次第、終了

７．問い合わせ・申し込み先

• 秋田県産業労働部 地域産業振興課 ものづくり戦略チーム

• 〒010-8572 秋田市山王三丁目１－１

• TEL 018-860-2241 FAX 018-860-2590

• E-Mail induprom@pref.akita.lg.jp



②副業・兼業人材活用促進事業

５．補助要件

• 補助率 １／２以内

• 限度額 通常枠：１５万円、DX人材枠：３０万円

６．募集期間

• 令和６年４月１日～令和７年１月末

• 予算がなくなり次第、終了

７．問い合わせ・申し込み先

• 秋田県産業労働部 地域産業振興課 ものづくり戦略チーム

• 〒010-8572 秋田市山王三丁目１－１

• TEL 018-860-2241 FAX 018-860-2590

• E-Mail induprom@pref.akita.lg.jp



支援対象企業

令和６年度
秋田県 リーディングカンパニー創出応援事業

地域経済をリードする

成長意欲のある中小企業を募集します

事前
相談

サポート期間

５年間
※うち補助事業は最大３年
　 補助限度額1,500万円／年

産業技術センターや大学等との共同研究

・成長分野へ参入
・県内のサプライチェーン構築
・県外へ高付加価値製品を出荷
　など…新商品・技術開発

販路開拓

アドバイザーによる受発注斡旋

リーディングカンパニー

人材確保・育成

機械装置導入費用助成

生産性向上

企業価値向上

ＳＤＧｓの目標に向けた新たな取組費用助成

タスクフォースによる伴走支援及び費用の助成が受けられます。

秋田県産業労働部　地域産業振興課　ものづくり戦略チーム
ＴＥＬ　018-860-2241　／ E-mail　induprom@pref.akita.lg.jp
ＵＲＬ　https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/64822

申請・問合せ先

５月１０日

知財活用に関する相談

展示会出展支援

研修支援　　研修費用助成

女性活躍推進費用助成

マーケティング調査費用助成

専門家による指導・アドバイス

申請

開発・試作費用助成

・雇用拡大
・賃金水準向上
・新たな付加価値の創造
・労働生産性向上

リーディングカンパニーへの成長を目指す企業として認定された【支援対象企業】は、

事業概要

募集期間

リーディング
カンパニーを
目指すための
事業計画策定

５月２４日

伴走支援（サポート）の例

３月２５日 　～

４月１日　 ～

（県や支援機関による特設支援チーム）

（案）

賃
金
水
準
向
上

新
た
な
付
加
価
値

月

金

金

月



対象企業

リーディングカンパニー創出応援事業 詳細

リーディングカンパニーへの成長を目指す企業で、以下のすべてを満たす中小企業者
　（みなし大企業を除く）

ＵＲＬ　https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/64822

対象経費の詳細や提出様式などは、美の国あきたネットに掲載している要綱等を確認してください。

補助金交付申請書の提出

補助金交付決定の通知

実績報告書の提出

完了検査（実施状況確認）・補助金額の確定

精算払請求書の提出

精算払（補助金の交付）

事業スケジュール

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

①事前相談
②支援対象企業認定申請
③審査会　　→　　採択
④伴走支援開始
⑤補助事業★
⑥中間審査

①伴走支援
②補助事業★
③中間審査

①伴走支援
②補助事業★
③中間審査

フォローアップ フォローアップ

補助事業の概要

補助率 補助限度額 補助対象期間

１／２以内 各年度1,500万円 最長３か年度

※留意事項
　補助事業が複数年にわたる場合は、中間審査（３月）を受けた上で、【年度ごと】に補助金の交付申請手続きが必要で
す。補助金の支払いも【年度ごと】になりますが、予算の状況や年度における実績の評価が低い場合等は、次年度の補
助金の減額又は交付しない場合があります。

補助事業の流れ

補助事業着手

補
　
　
助
　
　
事
　
　
業
　
　
者

事
務
局
（
県
地
域
産
業
振
興
課
）

　・製造業者であること
　・事業計画の主たる実施拠点が県内であること
　・５年間で次の基準を達成する【事業計画】を策定すること
　　①労働生産性の伸び率が年率平均３％以上
　　②給与支給総額及び初任給の伸び率が年率平均２％以上　　　等

補助対象経費

新商品開発に要する経費

機械装置費
原材料費
技術導入費
外注加工委託費
知的財産権取得費　等

販路拡大に要する経費

マーケティング調査費
展示会等出展費
広告宣伝費
ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ形成費 等

生産性向上に要する経費

機械装置費
人材育成費
リース料

企業価値向上に要する経費

SDGs推進費
女性活躍推進費
BCP策定費
ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ推進費
企業情報発信費　　等

その他
　審査会で認められた経費

（上記★部分の詳細）

※補助事業が３年間の場合の例



企業の革新や
経営等の高度化

企業の成長

中核人材の候補となる
若者の採用・育成

環境整備等

○年後の目指す姿

現状

事業計画の例

令和６年度　秋田県中核人材確保・定着環境整備支援事業

企業の中核となる

人材の確保・定着に向けた

環境整備等に取り組む

中小企業を募集します

秋田県産業労働部　地域産業振興課　ものづくり戦略チーム
ＴＥＬ　018-860-2241　／ E-mail　induprom@pref.akita.lg.jp
ＵＲＬ　https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/・・・・

申請・問合せ先

申請

　企業の中核となる人材の確保・定着と、これに基づく自社の革新や経営等の高度化に向
けた、事業計画に基づく設備投資等の取組に対し、助成します。

●事業概要

●募集期間

４月１日  ～６月１４日   

案

○○部門

新たな部門の創設に必要な
事業所リノベーション

大学との共同研究新事業に係る
専門家のアドバイス …など

環境整備等の例

事前相談 ４月１日　～６月２８日

※募集期間終了後も、次回募集等に向けて随時相談を受付します。

月

補助率３/４
以内

750万円上
限

※下限300万円

月金 金



県

企
業

●申請対象企業の条件

中核人材確保・定着環境整備支援事業

• 中小企業であること。　（みなし大企業を除く）
• 中核人材となる大卒者等（※）の確保・定着により、自社の革新や経営等の高度化を図る事業計画

を策定すること。
• 事業計画の期間内に１名以上の大卒者等を採用すること。
• 秋田県内の事業所等で事業計画に取り組むこと。
• 事業計画に基づく取組について積極的に情報発信を行うこと。　　　　　　　等

ＵＲＬ　https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/・・・・・

対象経費の詳細や提出様式などは、美の国あきたネットに掲載している要綱等を確認してください。

中核人材とは

• 各部門の中枢として、高度な業務・難易度の
• 高い業務を担う
• 組織の管理・運営の責任者
• 複数の人員を指揮・管理する
• 高い専門性や技能を有する
• 将来、経営層の一員として

想定

事業上の様々な業務において中核を担う人材
高度な専門性を有する人材

中核人材
業務人材

事業運営において
各部門や業務の遂行を担う人材

• 各部門において、比較的定型的な業務を担う
• 組織の管理・運営の責任者となっていない
• 中核人材の指揮・管理のもと業務を行う
• 中核人材の補助的な業務を行う

（中小企業・小規模事業者人材活用ガイドライン（R5.6中小企業庁）を参考に作成）

大卒者等とは

　本事業においては、大学、大学院、高等専門学校（専攻科）の卒業者であって、新卒者又は既卒者
（原則３５歳未満のＡターン者）を指すものとします。

●スケジュール　 ※３年度にわたる事業計画のケース

令和９年度令和８年度令和７年度令和６年度

①
事
前
相
談

②
採
択
申
請

③
審
査
・
プ
レ
ゼ
ン
審
査

・
書
類
審
査

⑤
補
助
金
交
付
申
請

補助事業の実施期間

⑥
実
績
報
告

⑦
補
助
金
請
求

⑪
実
績
報
告

⑫
補
助
金
請
求

⑯
実
績
報
告

⑰
補
助
金
請
求

進
捗
報
告

決
算
期

⑤
交
付
決
定

⑩
交
付
決
定

⑮
交
付
決
定

⑨
補
助
金
交
付
申
請

⑭
補
助
金
交
付
申
請

⑧
補
助
金
支
払
い

④
採
択
企
業
の
決
定

⑬
補
助
金
支
払
い

⑱
補
助
金
支
払
い

事業計画の期間（大卒者等１名以上採用）

補助上限750万円

4/1 3/31

●補助対象経費

・機械装置費　・施設改修費　・専門家指導費　・研究開発費　・採用活動費
・その他、特に必要と認められた経費

進
捗
報
告

決
算
期

進
捗
報
告

決
算
期

進
捗
報
告

決
算
期



企
業

県

令和６年度　秋田県中小企業ＢＣＰ実効性確保支援事業

中小企業がＢＣＰ等に基づいて

実施する災害対策設備の

導入等を支援します

秋田県産業労働部　地域産業振興課　ものづくり戦略チーム
ＴＥＬ　018-860-2241　／ E-mail　induprom@pref.akita.lg.jp

申請・問合せ先

案

補助率１/２
以内

30万
円

上
限

※下限10万円

製造業の方

ＵＲＬ　https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/・・・・

製造業以外の方
秋田県産業労働部　商業貿易課　商業・創業支援チーム
ＴＥＬ　018-860-2244　／ E-mail　com-tra@pref.akita.lg.jp

補助金支払い

★これからＢＣＰを策定したい企業の方へ★
　秋田県では、県や商工団体と協定を締結した保険会社が、ＢＣＰ策定のアドバイスやセミナーを実施し
ています。
【担当】秋田県産業労働部　産業政策課　企画チーム
　ＴＥＬ　018-860-2214　／　ＵＲＬ　https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/15933

交
付
申
請

補助事業の実施期間 補
助
金
請
求

交付決定

実
績
報
告設備の購入や

移設等の実施

事
業
完
了

　毎月　月初～２週間程度
（詳細はホームページに掲載。予算がなくなり次第終了します。）

• 中小企業であること（みなし大企業を除く）
• ＢＣＰ等を策定済みであること
• 補助対象となる取組は、ＢＣＰ等の記載内容

に係る取組を行うこと
• 秋田県内の事業所等で取り組むこと
• 上記補助対象経費①～③が補助対象事業費総

額の６割以上となること　　　　　　　等

①ハード整備（止水板、自家発電装置、蓄電池、免震ラック、排水ポンプ　等）
②ソフト整備（クラウドサービス導入、安否確認システム導入　等の初期経費）
③設備移設（浸水想定区域からの設備の移設　等）
④緊急時の従業員の安全確保に係る備蓄（救助工具等）　　　　　　　　　　　など

　企業が策定したＢＣＰ等（ＢＣＰ又は事業継続力強化計画）に基づいて行う災害対策設
備の導入等の取組に要する経費の一部を助成します。



ものづくり革新総合支援事業
～付加価値額の向上を図る事業者の革新的な取組を総合的に支援～



１．事業の目的

• 競争力の強化と付加価値の創出につながる取組をハードとソフトの両面から支援します。

２．補助対象者

• 県内に主たる事業拠点と1年以上の事業実績を有する、製造業に取組む中小企業者（みなし大企業を除く）

３．補助対象事業

• 付加価値額の向上に資するような、次に掲げるいずれかの取組を支援します。

① 新商品の開発・生産、新たな販路の開拓（設備の導入を伴って行う新商品の開発・生産が対象です）

② 新たな生産方式の導入

③ 改善指導等に基づく生産性の改善

４．補助対象経費

• 機械器具・システムの導入、新商品試作に係る原材料の調達

• 研修の受講、資格等の取得、専門家の活用

• 生産性向上を目的とした建屋の小規模改修等に係る経費



１．事業の目的

• 競争力の強化と付加価値の創出につながる取組をハードとソフトの両面から支援します。

２．補助対象者

• 県内に主たる事業拠点と1年以上の事業実績を有する、製造業に取組む中小企業者（みなし大企業を除く）

３．補助対象事業

• 付加価値額の向上に資するような、次に掲げるいずれかの取組を支援します。

① 新商品の開発・生産、新たな販路の開拓（設備の導入を伴って行う新商品の開発・生産が対象です）

② 新たな生産方式の導入

③ 改善指導等に基づく生産性の改善

４．補助対象経費

• 機械器具・システムの導入、新商品試作に係る原材料の調達

• 研修の受講、資格等の取得、専門家の活用

• 生産性向上を目的とした建屋の小規模改修等に係る経費



１．事業の目的

• 競争力の強化と付加価値の創出につながる取組をハードとソフトの両面から支援します。

２．補助対象者

• 県内に主たる事業拠点と1年以上の事業実績を有する、製造業に取組む中小企業者（みなし大企業を除く）

３．補助対象事業

• 付加価値額の向上に資するような、次に掲げるいずれかの取組を支援します。

① 新商品の開発・生産、新たな販路の開拓（設備の導入を伴って行う新商品の開発・生産が対象です）

② 新たな生産方式の導入

③ 改善指導等に基づく生産性の改善

４．補助対象経費

• 機械器具・システムの導入、新商品試作に係る原材料の調達

• 研修の受講、資格等の取得、専門家の活用

• 生産性向上を目的とした建屋の小規模改修等に係る経費



１．事業の目的

• 競争力の強化と付加価値の創出につながる取組をハードとソフトの両面から支援します。

２．補助対象者

• 県内に主たる事業拠点と1年以上の事業実績を有する、製造業に取組む中小企業者（みなし大企業を除く）

３．補助対象事業

• 付加価値額の向上に資するような、次に掲げるいずれかの取組を支援します。

① 新商品の開発・生産、新たな販路の開拓（設備の導入を伴って行う新商品の開発・生産が対象です）

② 新たな生産方式の導入

③ 改善指導等に基づく生産性の改善

４．補助対象経費

• 機械器具・システムの導入、新商品試作に係る原材料の調達

• 研修の受講、資格等の取得、専門家の活用

• 生産性向上を目的とした建屋の小規模改修等に係る経費



５．補助要件

• 補助率 １／３以内

• 限度額 ３００万円

※知事等から承認を得た経営革新計画等に基づく取組の場合、補助限度額に５００万円が加算され、最大で８００万円

まで補助します。

６．募集期間

• 第１回募集：６月上旬頃～７月中旬頃募集予定

• 第２回募集：８月中旬頃～９月上旬頃募集予定

７．申請要件

• 次の目標を設定した３～５年の事業計画を策定してください。

① 付加価値額が年率平均３％以上向上すること

② 給与支給総額が年率平均１．５％以上向上すること

• 金融機関や商工団体等を支援機関として、事業実施にあたり協力を得てください。



５．補助要件

• 補助率 １／３以内

• 限度額 ３００万円

※知事等から承認を得た経営革新計画等に基づく取組の場合、補助限度額に５００万円が加算され、最大で８００万円

まで補助します。

６．募集期間

• 第１回募集：６月上旬頃～７月中旬頃募集予定

• 第２回募集：８月中旬頃～９月上旬頃募集予定

７．申請要件

• 次の目標を設定した３～５年の事業計画を策定してください。

① 付加価値額が年率平均３％以上向上すること

② 給与支給総額が年率平均１．５％以上向上すること

• 金融機関や商工団体等を支援機関として、事業実施にあたり協力を得てください。



５．補助要件

• 補助率 １／３以内

• 限度額 ３００万円

※知事等から承認を得た経営革新計画等に基づく取組の場合、補助限度額に５００万円が加算され、最大で８００万円

まで補助します。

６．募集期間

• 第１回募集：６月上旬頃～７月中旬頃募集予定

• 第２回募集：８月中旬頃～９月上旬頃募集予定

７．申請要件

• 次の目標を設定した３～５年の事業計画を策定してください。

① 付加価値額が年率平均３％以上向上すること

② 給与支給総額が年率平均１．５％以上向上すること

• 金融機関や商工団体等を支援機関として、事業実施にあたり協力を得てください。



８．その他留意事項

• 採択申請にあたっては、事前相談を必須としています。

• 一定の要件に該当する場合は、審査会において加点を行います。

＜加点例＞

➢女性活躍推進法又は次世代育成新対策推進法に係る一般事業主行動計画を策定し、県等に届け出ている（１点）

➢秋田県SDGsパートナーとして登録を受けている（１点）

９．ホームページ

• https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/63563

１０．問い合わせ・申し込み先

秋田県産業労働部 地域産業振興課 地域産業活性化チーム

〒010-8572 秋田市山王三丁目1番1号

TEL：018-860-2231 FAX：018-860-3887

E-Mail：monokaku-1@mail2.pref.akita.jp



８．その他留意事項

• 採択申請にあたっては、事前相談を必須としています。

• 一定の要件に該当する場合は、審査会において加点を行います。

＜加点例＞

➢女性活躍推進法又は次世代育成新対策推進法に係る一般事業主行動計画を策定し、県等に届け出ている（１点）

➢秋田県SDGsパートナーとして登録を受けている（１点）

９．ホームページ

• https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/63563

１０．問い合わせ・申し込み先

秋田県産業労働部 地域産業振興課 地域産業活性化チーム

〒010-8572 秋田市山王三丁目1番1号

TEL：018-860-2231 FAX：018-860-3887

E-Mail：monokaku-1@mail2.pref.akita.jp



ものづくり革新総合支援事業
（省エネ生産設備更新型）

～省エネ化や省力化に向けた設備導入を支援～



１．事業の目的

• 生産工程における省エネルギー化又は省力化に向けた設備更新・導入を支援します。

２．補助対象者

• 県内に主たる事業拠点と1年以上の事業実績を有する、製造業に取組む中小企業者（みなし大企業を除く）

３．補助対象事業

• 生産工程における省エネルギー化又は省力化を目的とした設備の更新等

※事務スペース等間接部門に係る設備や建造物の新・増改築、改修等は補助対象外です。

※対象となるケースや対象とならないケースの詳細については、ホームページや募集要項をご確認ください。

４．補助対象経費

• 設備購入費

• 工事費



１．事業の目的

• 生産工程における省エネルギー化又は省力化に向けた設備更新・導入を支援します。

２．補助対象者

• 県内に主たる事業拠点と1年以上の事業実績を有する、製造業に取組む中小企業者（みなし大企業を除く）

３．補助対象事業

• 生産工程における省エネルギー化又は省力化を目的とした設備の更新等

※事務スペース等間接部門に係る設備や建造物の新・増改築、改修等は補助対象外です。

※対象となるケースや対象とならないケースの詳細については、ホームページや募集要項をご確認ください。

４．補助対象経費

• 設備購入費

• 工事費



１．事業の目的

• 生産工程における省エネルギー化又は省力化に向けた設備更新・導入を支援します。

２．補助対象者

• 県内に主たる事業拠点と1年以上の事業実績を有する、製造業に取組む中小企業者（みなし大企業を除く）

３．補助対象事業

• 生産工程における省エネルギー化又は省力化を目的とした設備の更新等

※事務スペース等間接部門に係る設備や建造物の新・増改築、改修等は補助対象外です。

※対象となるケースや対象とならないケースの詳細については、ホームページや募集要項をご確認ください。

４．補助対象経費

• 設備購入費

• 工事費



１．事業の目的

• 生産工程における省エネルギー化又は省力化に向けた設備更新・導入を支援します。

２．補助対象者

• 県内に主たる事業拠点と1年以上の事業実績を有する、製造業に取組む中小企業者（みなし大企業を除く）

３．補助対象事業
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※事務スペース等間接部門に係る設備や建造物の新・増改築、改修等は補助対象外です。

※対象となるケースや対象とならないケースの詳細については、ホームページや募集要項をご確認ください。

４．補助対象経費

• 設備購入費

• 工事費



５．補助要件

• 補助率 ２／３以内

• 限度額 下限２００万円、上限１，０００万円

• 補助対象期間 交付決定日（６月上旬を予定）から令和７年２月末まで

６．募集期間

• 令和６年４月１日（月）～５月１０日（金）１７時

７．申請要件

• 次の①～③の全てを満たす５年間の事業計画を策定してください。

① 製造業に属する取組であること。

② 県内に所在する事業拠点における取組であること

③ 生産工程における省エネルギー化又は省力を図る取組であること

８．申請方法

• 秋田県電子申請・届出サービスによる電子申請



５．補助要件

• 補助率 ２／３以内

• 限度額 下限２００万円、上限１，０００万円

• 補助対象期間 交付決定日（６月上旬を予定）から令和７年２月末まで
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• 次の①～③の全てを満たす５年間の事業計画を策定してください。

① 製造業に属する取組であること。

② 県内に所在する事業拠点における取組であること

③ 生産工程における省エネルギー化又は省力を図る取組であること

８．申請方法

• 秋田県電子申請・届出サービスによる電子申請



５．補助要件

• 補助率 ２／３以内

• 限度額 下限２００万円、上限１，０００万円

• 補助対象期間 交付決定日（６月上旬を予定）から令和７年２月末まで

６．募集期間

• 令和６年４月１日（月）～５月１０日（金）１７時

７．申請要件

• 次の①～③の全てを満たす５年間の事業計画を策定してください。

① 製造業に属する取組であること。

② 県内に所在する事業拠点における取組であること

③ 生産工程における省エネルギー化又は省力を図る取組であること

８．申請方法

• 秋田県電子申請・届出サービスによる電子申請



５．補助要件

• 補助率 ２／３以内

• 限度額 下限２００万円、上限１，０００万円

• 補助対象期間 交付決定日（６月上旬を予定）から令和７年２月末まで

６．募集期間

• 令和６年４月１日（月）～５月１０日（金）１７時

７．申請要件

• 次の①～③の全てを満たす５年間の事業計画を策定してください。

① 製造業に属する取組であること。

② 県内に所在する事業拠点における取組であること

③ 生産工程における省エネルギー化又は省力を図る取組であること

８．申請方法

• 秋田県電子申請・届出サービスによる電子申請



９．その他留意事項

• １事業者につき申請は１回しかできませんが、１回の申請で複数台の更新等を申請することができます。

• 令和５年度で本事業により補助金の交付を受けた方も申請することはできます。（審査において減点調整をします。）

• 一定の要件に該当する場合は、審査会において加点を行います。

• 申請にあたっては、募集要項をご確認ください。

１０．ホームページ

• https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/74198

１１．問い合わせ・申し込み先

秋田県産業労働部 地域産業振興課 地域産業活性化チーム

〒010-8572 秋田市山王三丁目1番1号

TEL：018-860-2231 FAX：018-860-3887

E-Mail：monokaku-2@mail2.pref.akita.jp



９．その他留意事項

• １事業者につき申請は１回しかできませんが、１回の申請で複数台の更新等を申請することができます。

• 令和５年度で本事業により補助金の交付を受けた方も申請することはできます。（審査において減点調整をします。）

• 一定の要件に該当する場合は、審査会において加点を行います。

• 申請にあたっては、募集要項をご確認ください。

１０．ホームページ

• https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/74198

１１．問い合わせ・申し込み先

秋田県産業労働部 地域産業振興課 地域産業活性化チーム

〒010-8572 秋田市山王三丁目1番1号

TEL：018-860-2231 FAX：018-860-3887

E-Mail：monokaku-2@mail2.pref.akita.jp



ヘルスケア・医療機器等
開発支援事業

「医療･福祉･ヘルスケア関連機器等の開発」や

「ヘルスケア分野の企業連携による実証等」を支援



本事業は大きく２つに分かれています

開 発 型 協 業 型
例）非接触型生体センサー、室内運動ソフト

ウェア等

医療･福祉･ヘルスケア
関連機器等の開発

ヘルスケア分野の
企業連携による実証等

補 助 率 ： １／２以内

補助限度額 ： １５０万円

補 助 率 ： ２／３以内

補助限度額 ： ５００万円

バーチャルリアリティを活用した室内運
動動機付けソフトウェア、非接触型バイ
タルモニタ 等 

令和４～５年度に開催したワークショップ
に参加し、将来の協業に向けたビジ
ネスプランを作成済みであること 

要 件開発例



「開発型」「協業型」共通事項

１．補助対象者

• 県内に事業拠点を有する「中小企業者」又は「当該中小企業者を代表とするコンソーシアム」

１．補助対象者

• 人件費（直接人件費）

• 物件費（謝金、旅費、原材料費、機械器具費、共同研究費、外注委託費、認証取得関連費 等）

２．補助対象経費

３．補助対象期間

• 交付決定日 ～ 令和７年２月末日



「開発型」「協業型」共通事項

１．補助対象者

• 県内に事業拠点を有する「中小企業者」又は「当該中小企業者を代表とするコンソーシアム」

１．補助対象者

• 人件費（直接人件費）

• 物件費（謝金、旅費、原材料費、機械器具費、共同研究費、外注委託費、認証取得関連費 等）

２．補助対象経費

３．補助対象期間

• 交付決定日 ～ 令和７年２月末日



「開発型」「協業型」共通事項

１．補助対象者

• 県内に事業拠点を有する「中小企業者」又は「当該中小企業者を代表とするコンソーシアム」

１．補助対象者

• 人件費（直接人件費）

• 物件費（謝金、旅費、原材料費、機械器具費、共同研究費、外注委託費、認証取得関連費 等）

２．補助対象経費

３．補助対象期間

• 交付決定日 ～ 令和７年２月末日



公募情報の掲載場所は異なります

開 発 型 協 業 型

例）非接触型生体センサー、室内運動ソフト
ウェア等

公募期間は令和６年４月中旬
～５月中旬を予定

公募期間は令和６年４月中旬
～５月中旬を予定

詳細は「美の国あきたネット」
（コンテンツ番号：６４４６６）
でご確認ください。

詳細は「美の国あきたネット」
（コンテンツ番号：６７８３５）
でご確認ください。



お問い合わせ・申請先

秋田県 産業労働部 地域産業振興課

医療福祉産業チーム

〒010-8572 秋田市山王三丁目１番１号

TEL：018-860-2246 FAX：018-860-3887

E-Mail：induprom@pref.akita.lg.jp



医療機器サプライチェーン再構築
チャレンジ事業

～専門機関が医療機器サプライチェーンへの参入を伴走支援します ～



１．事業の目的

• 医療機器業界に関する専門知識と人脈を持つアドバイザーが、ものづくり企業等による大手医療機器メーカー等のサプ

ライチェーン参入を伴走支援します。

２．支援対象者

• 県内中小企業者、個人事業者等

３．事業実施期間

• 令和６年５月下旬～令和７年２月２８日（予定）

※企業の募集については4月下旬～5月中旬に実施の予定

４．事業内容

• 技術等相談対応や研究・製品開発支援

• 展示会の出展支援

• 市場開拓支援や医療機器メーカーとの商談設定

• セミナー・交流会の開催



１．事業の目的
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• 展示会の出展支援

• 市場開拓支援や医療機器メーカーとの商談設定

• セミナー・交流会の開催
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１．事業の目的

• 医療機器業界に関する専門知識と人脈を持つアドバイザーが、ものづくり企業等による大手医療機器メーカー等のサプ

ライチェーン参入を伴走支援します。

２．支援対象者

• 県内中小企業者、個人事業者等

３．事業実施期間

• 令和６年５月下旬～令和７年２月２８日（予定）

※企業の募集については4月下旬～5月中旬に実施の予定

４．事業内容

• 技術等相談対応や研究・製品開発支援

• 展示会の出展支援

• 市場開拓支援や医療機器メーカーとの商談設定

• セミナー・交流会の開催



○目的
県内企業が医療機器メーカーのサプライチェーン
に参入できるよう、専門機関のアドバイザーによ
る医療機器メーカーとのマッチング支援を行う。

○背景
厚生労働省の方針として、国内医療機器の安
定供給のために、部品・原材料調達先のマル
チ化や製造場所の分散が奨励されている。

新規参入の
チャンス

事業のイメージ

委託契約

繋がり

マッチング

金属加工
樹脂加工
etc...

マッチング
支援

秋田県

専門機関
医療機器
メーカー

県内企業

・アドバイザーの出身企業等の人脈とネッ
トワークを活用し、医療機器メーカーを
紹介

・訪問(場合により工場見学)orオンライン
・現状分析、課題整理

・プレゼンのポイントやＰＲ資料の作り方
等の助言

・商談に立ち会い、商談がスムーズに進行
するようサポート

展示会出展支援

基本的なマッチングの流れ

ＰＲ方法の助言

展示会でのツアー実施 商談後のフォロー

医療機器メーカーの招聘

県内企業との面談

マッチング先選定

マッチング

フォローアップ

個別相談会・事前準備

・要望により、受注を目指し、マッチング
後の状況をフォロー

• 秋田県産業労働部 地域産業振興課 医療福祉産業チーム

〒010-8572 秋田市山王三丁目1番1号

TEL：018-860-2231 FAX：018-860-3887

E-Mail：induprom@pref.akita.lg.jp

５．問い合わせ先
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